
保 育 政 策 課 

 

議案第１０１号 

港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に 

関する基準を定める条例について 

 

 区は、児童相談所を設置する市（区）に政令指定され、令和３年４月に児童相談

所設置市になります。 

 児童相談所設置市として、新たに幼保連携型認定こども園の認可等に関する事

務を処理するに当たり、港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及

び運営に関する基準を定める条例を制定します。 

 

１ 目的 

  幼保連携型認定こども園の園児が、明るく衛生的な環境において、素養があ

り、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されること

を保障することを目的とします。 

 

２ 制定根拠 

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第

１３条第１項の規定に基づき、制定するものです。 

 

３ 区が新たに処理する事務 

（１）幼保連携型認定こども園の認可や廃止又は休止の承認、認可の取消しを行い

ます。 

（２）設置者等に対する報告の徴収、検査等を行います。 

 

４ 条例の内容 

  区内の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する最

低基準を定めます。なお、本条例で規定する要件は、国が定める参酌等の基準と

なる府省令及び都が既に定めている条例と同一の要件とします。ただし、満３歳

児以上の食事等について、国の府省令及び都条例は外部からの搬入を特例的に

認めていますが、区は保育所と同様に外部からの搬入を認めず、全ての園児に対

する自園調理を義務付けます。 

 

５ 条例概要 

  別紙のとおり 

 

６ 施行期日 

  令和３年４月１日 

令和２年１１月３０日 資料№６ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 
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港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の概要 
 

基本的事項 学級の編制 職員に係る基準 設備に係る基準 運営に係る基準 その他の基準 

趣旨（第１条） 

定義（第２条） 

設備運営基準の目的

（第３条） 

設備運営基準の向上

（第４条） 

設備運営基準と幼保

連携型認定こども園

（第５条） 

幼保連携型認定こど

も園の一般原則 

（第１５条） 

一般的基準 

（第２７条） 

 満３歳以上の園児

については、学級を編

成すること。 

（第６条） 

１ 各学級に専任の保育教諭等を１人以

上置くこと。 

２ 園児の教育及び保育に直接従事する

職員を以下のとおり置くこと。 

（１）満１歳未満の園児 

   ３人につき１人以上 

（２）満１歳以上満３歳未満の園児 

   ６人につき１人以上 

（３）満３歳以上満４歳未満の園児 

   ２０人につき１人以上 

（４）満４歳以上の園児 

   ３０人につき１人以上 

３ 調理員を置くこと（調理業務の全部

委託の場合を除く。）。 

４ 副園長又は教頭、主幹養護教諭、養護

教諭又は養護助教諭及び事務職員を置

くよう努めること。 

（第７条） 

【園舎及び園庭について】（第８条） 

１ 園舎は、原則として２階建て以下とすること。 

２ 保育室等は、原則として１階に設けること。 

３ 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に

設けること。 

４ 園舎の面積は、次の（１）と（２）を合算した面積

とすること。 

（１）学級数に応じた面積（満３歳以上分） 

学級数 面 積 

１学級 180 ㎡ 

２学級以上 320＋100×（学級数－２）㎡ 

（２）園児数に応じた面積（満３歳未満分） 

   ・乳児室又はほふく室 園児数×３．３㎡ 

   ・保育室又は遊戯室  園児数×１．９８㎡ 

５ 園庭の面積は、次の（１）と（２）を合算した面積

とすること。 

（１）アとイのうちいずれか大きい面積（満３歳以上分） 

  ア 学級数に応じた面積 

学級数 面 積 

２学級以下 330＋30×（学級数－1）㎡ 

３学級以上 400＋80×（学級数－3）㎡ 

  イ 満３歳以上の園児１人につき３・３㎡ 

（２）満２歳以上満３歳未満の園児１人につき３．３㎡ 

 

【園舎に備える設備について】（第９条） 

１ 職員室、乳児室又はほふく室、保育室、遊戯室、保

健室、調理室、便所、飲料水用設備、手洗用設備及び

足洗用設備を設けること。 

２ 満３歳以上の園児に係る保育室の数は、学級数を下

回ってはならないこと。 

３ 飲料水用設備は、手洗用設備及び足洗用設備と区別

して備えること。 

４ 乳児室又はほふく室の面積は、満２歳未満１人につ

き３．３㎡以上とすること。 

５ 保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上１人につき

１．９８㎡以上とすること。 

６ 放送聴取設備、映写設備、水遊び場、園児清浄用設

備、図書室及び会議室を備えるよう努めること。 

 

【園具及び教具について】（第１０条） 

  学級数や園児数に応じ、必要な種類と数の園具及び

教具を備え、これらは常に改善し、補充すること。 

【教育・保育時間等について】（第１１条） 

１ 毎学年の教育週数は、３９週を下回

らないこと。 

２ 教育時間は１日につき４時間とし、

園児の心身の発達の程度、季節等に適

切に配慮すること。 

３ 保育を必要とする園児に対する教育

及び保育の時間は、１日につき８時間

を原則とし、保護者の労働時間その他

家庭の状況等を考慮して定めること。 

４ 開園日は日曜日と祝日を除いた日、

開園時間は１日につき１１時間を原則

とすること。 

 

【子育て支援について】（第１２条） 

１ 保護者の要請に応じて適切に提供で

きる体制で子育て支援を行うこと。 

２ 子育て支援を行うに当たっては、地

域の人材、社会資源等の活用を図るよ

う努めること。 

 

【食事について】（第２０条） 

１ 食事を提供するときは、自園で調理

する方法により行うこと。 

２ 献立は、できる限り変化に富み、園児

の健全な発育に必要な栄養量を含有す

るものであること。 

３ 食品の種類及び調理方法について栄

養並びに園児の身体的状況及び嗜好を

考慮すること。 

４ 調理は、あらかじめ作成された献立

に従って行うこと。 

５ 園児の食を営む力の育成に努めるこ

と。 

 

掲示（第１３条） 

履修困難な教育内容の指

導（第１４条） 

職員の知識及び技能の向

上等（第１６条） 

差別的取扱いの禁止 

（第１７条） 

虐待等の禁止（第１８条） 

懲戒に係る権限の濫用禁

止（第１９条） 

秘密保持等（第２１条） 

苦情への対応（第２２条） 

非常災害対策（第２３条） 

保護者との連絡 

（第２４条） 

他の学校又は社会福祉施

設の職員を兼ねるときの

職員の基準（第２５条） 

他の学校、社会福祉施設

等の設備を兼ねるときの

設備の基準（第２６条） 

 

別紙 
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